
ごΈ 問 本 2階 生活環境課 ഇغର策係　☎0287-23-8706
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分別の種類 ごみの出し方・出し方

Ψラε類
●Ψラスのコッϓやάラス、ੑの͋るΨラス（΄乳ළ、皿等）

※ׂれたガラスや細かくࡅけたビン・ガラスのഁ片は、新聞紙等にแんでh キ
έン とɦ表هしてから、ガラス類の指定袋で出してください

物はもやせないごみの指定袋で出してくださいށやڸ※
ガラス製の
コップ ガラス製のࡼ

生ごみは水を
切ってください

プラスチック製品

せん定した枝木等は
太さ10ᶲ以下、
さ50ᶲ以下

（１家ఉ3束まで）

もͤないごみ

●ು、やかΜ、ペンΩ؈等のۚଐ類、戸、傘、ڸ、Ԧף等のۚଐのフタ、
電ٿ（̡ ̙̚ ؚむ）、ುমきうͲΜのۭ容器やΨスレンジपりのアルϛ、ま
ͨ、ϓラスチックやΨラス等でۚଐが取り外せないもの、つぶΕͨ
等　؈
※スプレー缶、ガス缶は݀をあける必要はありません。中をい切ってか

ら出してください。中およびガスൈきは火ؾのない外の෩௨しのよい
場ॴでߦってください

   ※ׂれたڸやਕ物等は、新聞紙等にแんでh キέン とɦ表هしてください
݁、はࡿ※ んだ指定袋からはみ出ていてもճऩします

　※小ܕ家電品は分解しないでください

Ԧף・金属製キャップ

Ψスをいる

●ੜごみ（よくਫりする）、৯用༉（ݻΊͨものや新聞紙・等にしみ͜ませて
े分に乾かしͨもの）、紙おむつ（Ԛは取り除く）、せΜ定ࢬ（ଠさ�0DN
以Լ さ�0DN以Լ �家ఉ�ଋまで）、ൽֵ、ϓラスチック、ϙリタ
ンク、ΰム、ൃ ๐スチϩール（ന৭トレイ以外）、ԚΕͨ紙容器、、
くͣ、、乾燥、ࡎいࣺてΧイϩ、อ冷ࡎ、アルϛഩ（アルϛϗイル）　等

͔Μ類
●飲料、٧؈、菓子等の飲৯、入ཋࡎ等のۭき؈

※中を水ですすいで潰さないで出してください 　
※飲料用缶のキャップ、一ే缶、ペール缶、スプレー缶、Φイル缶、ガス缶（カ

セットボンベ）等の金属類はもやせないごみで、1ลが20cm以্の大きさ
の缶はできるだけもやせないごみの指定袋で出してください

ۭき؈を
つぶさないで

※もやせるごみの中には、ݯࢿになる雑がみ（紙類）がଟくؚまれています。パ
　ンフレットやแ紙等は、雑誌類（雑紙）に分別してください
※プラスチック製のおもちΌやൽֵ製品等で、金属が取り外せない場合は、も
　やせないごみの指定袋で出してください
※せん定枝木は太さ10cm以下、さ50cm以下にͦΖえた͏えで、片手で持

てるఔにひもでしばって出してください（ごみステーシϣンに出せるのは1
家ఉ3束まで）

ޫܬ
をങった時のശ（）に入れ、ෳ数の場合は、ひもで縛って出してくださいޫܬ※
※ശ（）がない場合やׂれたޫܬは、もやせないごみの指定袋に、ޫܬのみ
　を入れて出してください。݁ んだ指定袋からはみ出ていてもճऩします
※̡ ̙̚ 製品は、もやせないごみの指定袋で出してください

リング状ޫܬ 電ޫܬܕٿ

Ϗン類
੨色のίンςφ

ແ৭ಁ໌ビン

色のίンςφ

৭ビン

色のίンςφ

ͦのଞの৭のビン

●飲料や৯、৯用༉、調味用༉、飲みༀのۭきビン
※中を出して水ですすいでから、色分けして、指定のコンテφへ৸かせて出

してください
※中が取り出せない（ݻまってしまったり、キャップが開かない等）ビンは、ガ

ラス類の指定袋で出してください

※色の断がつかないビンは、ͦ のଞの色のビンとして色のコンテφに出し
てください

※ׂれたビン（҆શにつまΊるఔの大きさ）も色分けしてコンテφへ出してく
ださい（細かくࡅけたビンはガラス類をࢀর）

※キャップや注ぎ口（中ખ）は、出དྷるだけ外してください
　（ラベルはണがさないで݁ߏです）

ిס ॆ電ࣜ電・
ボタン電

※透明なビニール袋に乾電のみを入れて出してください
※乾電以外の電（ॆ電ࣜ電、ボタン電等）は、ճऩできませんので、ൢ ചళ

等に持ち込みリサイクルしてください

ਫۜମԹܭ
※透明なビニール袋に水銀体Թ計のみを入れて出してください。水銀݂ѹ計や水
　銀Թ計も一緒に出せます
※電ࢠ体Թ計は、もやせないごみの指定袋で出してください
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鉄くず・非鉄金属くず等、ご相談下さい。

大田原市若松町２－２６

0287-22-2169☎

有限会社稲田藤七商店
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ごみステーションを利用するには…
　大田原市内のごみステーションは、利用する方々が設置し管理しています。ご利用になる際は、ごみステー
ションの管理者にご相談くださいますようお願いいたします。詳しくは近所の方にお聞きになるか、生活環境課
廃棄物対策係までお問い合わせください。

ݯࢿ
ΰϛ

も͑Δ
ΰϛ

も͑ない
ΰϛ

（広域クリーンセンター大田原
（右地図）へ持ち込む場合）

広域クリーンセンター大田原
TEL:20-2270

直接搬入（有料）

戸別
収集

粗大ごみ戸別収集（予約制・有料）
生活環境課　TEL：23-8706 大

田
原
市
緑
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源
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サ
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内
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タイヤ 消火器

◆次のごみは、販売店に引き取ってもらうか、専門の業者へ依頼してください
●自動車・バイクおよび関係部品 ●バッテリー ●モーター類 ●タイヤ ●消火器・ガスボンベ ●ピアノ ●農機具類・農業用ビニール ●農薬 
●コンクリート製品および建築廃材・解体廃材 ●感染性医療廃棄物 ●ドラム缶 ●土・砂・石・瓦 ●ガソリン・廃油・塗料・薬品 ●産業廃棄物　等
※パソコンは、直接搬入に限り、一部受け入れできます

　　（詳細については、お問い合わせください（生活環境課23-8706　広域クリーンセンター大田原20-2270））

◆指定袋に入らないものは直接搬入してください（傘、蛍光管以外）
※処理料金：10㎏あたり150円
※直接持ち込む場合も分別してください。指定袋に  入れる

必要はありませんが、袋に入れるときは透明 または 半透明
の袋に入れてください

※スプリング付きのマットレスは、スプリングと布類 に分別してください
◆エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機

は、家電リサイクル券が必要です（分解しないでください）
※家電リサイクル券は、メーカー名、規格（インチ数、庫内容

量）を控えて、郵便局で購入してください
※別途、運搬手数料がかかります：1台あたり1,000円

◆広域クリーンセンター大田原の開場日時
　［月～土曜日］午前8：30～12：00／午後1：00～4：30（日曜日

および12月31日から1月3日は休み）
※土曜祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は問い合わせができません
※１２月の最終営業日は大変混雑しますので、計画的な搬入にご協力ください

◆事前の予約で粗大ごみの戸別収集を行います
※予約状況により、ご希望の日時で予約することできないことがあります
※手数料：1品につき1,000円～3,000円

　　（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機および衣類乾 燥機は、
別途家電リサイクル券が必要です）

バイク・自動車関係

広域クリーンセンター大田原で
受け入れできないごみ

◆事前相談が必要なものがあります
　ので注意してください。

●受付日時
　［毎週水・土曜日］ 

午前8：30～12：00、午後1：00～4：30
※国民の祝日および12月30日～1月2日を除く
●料　　金

市民…10kgあたり100円（30kg以下の場合は無料）
事前に許可を得た事業系枝木…10kgあたり200円

※せん定枝木の長さは制限いたしません
（枝の太さは15cmまで処理できます）

※処理できない枝木等が含まれている場
合、受け入れできない場合があります

段ボール

紙パック

ペットボトル

新聞
折込チラシ

雑誌類
（雑紙）

白色トレイ
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つぶさないでの表示があるもの 調味料・飲料用・
酒類のペットボトル

ウォーターサーバー
用はもやせるごみへ

ダンボールは、断面が二重で
波状になっています

の表示があるもの

※切り開いて
　洗って乾燥して

※折込みチラシも
　一緒にして

はがき・紙切れ等は
雑紙にはさんで
出してください

または
紙袋に入れて
ひもで十字に縛って
出してください

テープや
ラップをとる

※きちんと洗って
　しっかりと
　乾かす

もやせるごみへ

の表示があるものは
もやせるごみへ

※キャップとラベルをはずし、中を水ですすいでから潰さないで
出してください

※キャップ、ラベル、ウォーターサーバー等のプラスチックボトル、
食用油・洗剤のボトル、汚れているものは、もやせるごみの指定
袋で出してください

●清涼飲料、果汁飲料、酒類、牛乳・乳飲料、特定調味料のペットボトル

※ラベル（宅配便の伝票等）や粘着テープ、金属は取り除き、たたんで、1枚
　でも、ひもで十字にしばって出してください
※厚紙（断面が二重で波状でないもの）は雑誌類（雑紙）に分別してください

※水洗いし、切り開いて、乾かしてから出してください
※注ぎ口等のプラスチックは取り除いてください
※内側に銀色フィルムがついているものは、はがしてください

●牛乳、ジュース等飲料類、酒類等

※新聞紙と折込みチラシは一緒に束ねて出せます
※ビニール袋や紙袋には入れないでください
※ダイレクトメール等は雑誌類（雑紙）に分別してください

●ティッシュ箱（取出し口のビニールは取り除く）、菓子箱、画
　用紙、包装紙、名刺、メモ用紙、封筒（窓部分のフィルムは
　取り除く）、チラシ等（新聞・段ボール・紙パック以外の紙）

※プラスチックや金属、ビニール等紙以外のものは取り除
　いてください
※名刺等の小さな紙片は、雑誌にはさむか、紙袋に入れて
　出してください

※テープやラップを取り、しっかりと洗って乾かしてから出してください
※着色トレイや模様のついたトレイ、納豆、カップ麺の容器等白

色トレイ以外の発泡スチロールは、もやせるごみの指定袋で
出してください

●鮮魚、精肉、青果等の容器、皿

佐
良
土
←

→
大
豆
田

矢
倉
←

→
八
塩

那
珂
川

→
須
佐
木

笠
石
神
社

←蛭田 小砂→
大田原市緑資源
リサイクル施設

Ｎ

☎５４-０９２１

国
道
４
０
０
号

大田原市亀久932-8

コ
ン
ビ
ニ 国

道
２
９
４
号

ポッ
ポ
農
園

旧片田小学校

湯
津
上
↓

若草
中学校火葬場

若草団地

黒羽→←西那須野

大田原
女子高

大田原郵便局
大田原
小学校

国
道
４
０
０
号

市道内環状南大通り線（３３1号線）

温水
プール

広域クリーン
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●ごみは指定袋に入れ、決められた日の朝（8時30分）までに、ステーションに出してください。
● 指定袋の口を縛って、出してください。（ごみの分け方・出し方に責任を持ちましょう。口を紐で縛ったり、ガムテープで留める
のは違反です。）
●決められたごみステーションに出してください。

●一度に家庭から多量のごみ（30kg以上または1㎥以上）や袋に入らない粗大ごみを排出する場合は、「広域クリーンセンター大
田原」へ直接搬入してください。
●各家庭から直接「広域クリーンセンター大田原」にごみを搬入する場合は処理料金が掛かります。
※処理料金：10kgあたり150円

ごみステーションにはग़ͤまͤΜɻ
● 店舗や会社、工場、飲食店、医院、農林業等事業活動（個人事業であっても）に伴うごみ（産業廃棄物等を除く）は、市許可業者へ依
頼するか直接「広域クリーンセンター大田原」（処理料金：10kgあたり150円）へ搬入してください。
● 事業系ごみ（産業廃棄物等を除く）についても、市の分別方法に従い搬入してください。

補助対象
　市内に住所があり、厨芥ごみ（生ごみ）処理機器（容器式・機械式）を購入した18歳以上の方で、市税等を滞納していない方（同一
世帯の方を含む）
※ 申請は購入した日から30日以内に行ってください。補助金の支給は1人1基までです。過去に補助を受けた方は、耐用年数（5年
間）が経過するまでは補助を受けることができません。

補助金の額
（˞ຖ༧算のൣғ内に͓いての補助となりますのͰɺඞͣ補助͞Εる༁Ͱは͋りまͤΜɻ）
　厨芥ごみ（生ごみ）処理機器購入費（税抜きの本体価格）の2分の1（100円未満切捨て）
　容器式は3,000円限度　機械式は20,000円限度
※申請に必要な書類は、市のHPからダウンロード頂けます。
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082776969/

　「おおたわらクリーンナビ」は、パソコンやスマートフォ
ン、携帯電話から、いつでもごみの分別方法を検索できるサ
イトです。
　また、各地区のごみ分別収集カレンダーを見ることもでき
ます。ぜひご利用ください。 ごみの詳しい分別方法はこちら▶

ごみผ方法ࡧݕサイト「͓͓ͨΘらクリーンナϏ」

事業ܥのごみ

ਥևごみॲཧثػ設ஔ補助金

家ఉごみのग़し方ݪ�ଇ

家ఉからのൖ入ごみ

　クリーンエネルギー自動車を購入された方に対して、その
購入費の一部を補助します。

補助対象ं྆
　使用の本拠の位置が市内である、
1． 電気自動車（日産：リーフ、三菱：i-MiEV等）
2． 燃料電池自動車（トヨタ：MIRAI（ミライ）等）
3． エンジンで発電した電力を車両外部に供給できるプラグ
インハイブリッド自動車（トヨタ：プリウスPHV、三菱：ア
ウトランダーPHEV等）

補助対象者
　次の要件を全て満たす方とします。
1． 市内に住所を有する方
2． 自家用自動車として使用する目的で、補助対象車両を新車で購入した方
3． 同一世帯の方を含め、市税等を滞納していない方
4．過去にこの補助金を受けたことのない方

補助額
　1台当たり100,000円（定額）

申請方法等
　車両購入後その年度の末日までに必要書類を整えて市生
活環境課へ提出してください。申請書類や受付期間等は、市
ホームページでご確認ください。

※ 申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。また、
年度によって補助額の変更や補助事業の廃止等、事業内容
が異なる場合がございますので、ご了承ください。

地球温暖化防止に向けた補助事業 問 本 2階 生活環境課 環境保全係　☎0287-23-8775

大ాݪ市クリーンΤネϧΪー自ಈंߪ入費補助金
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　市内にあります市の道路や公共施設・上下水道等のインフ
ラの不良箇所を見つけましたら、市ホームページのフォーム
から現場の写真を添付してお知らせください。
たとえば、
●道路に穴があいている、道路の路肩が崩れている
●道路脇の木が道路側へ倒れている、倒れそうになっている
●公園の遊具が壊れている、壊れそう
●側溝やマンホールのふたが傷んでいる、外れている
等です。
　市民のみなさまから情報提供をいただくことにより、修繕
等の対応を、さらに迅速に行うことができるようになりま
す。ご協力をよろしくお願いいたします。

利用方法
　不良箇所の写真をスマートフォン等で撮影し、市ホーム
ページのフォームからご送付ください。
【URL】 https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/report/3/
　スマートフォン等のGPS機能を利用して写真に位置情報
を付加していただくと、よりスムーズに対応することができ
ます。
　スマートフォンからのアクセスは以下の二次元コードを
ご利用ください。

インフラ不良箇所通報メール 問 本 6階 情報政策課 デジタル推進係　☎0287-23-8766

申し込みにඞ要な書ྨ
●市営住宅入居申込書または市有住宅入居申込書
●世帯全員の住民票（世帯主との続柄、本籍および筆頭者が
記載されているもの）
●前年分の所得額を証明する書類（申込人、連帯保証人とも
必要）
●納税証明書等市税等の滞納が無いことを証明する書類（申
込人、連帯保証人とも必要）
●そのほか就業時期や世帯状況により必要となる書類もあ
ります。
　申込書は本人または同居しようとする方が持参してくだ
さい。
　申込書類について不実記載の不正により資格が無いこと
が判明した場合は、入居許可を取り消します。

ҙ事߲
●家賃は世帯の所得により決定します。
●入居時に敷金（家賃の3か月分）が必要です。原則として退
去時に全額返還します。
●浴槽やボイラーは付いておりません（市有住宅を除く）の
で、ご用意ください。
●鉄筋の建物は家賃の他に共益費がかかります。
●自治会に加入する必要があります。
●駐車場は、各家庭1台のみです（軽自動車を含む）。
●ペットの飼育・持ち込みは禁止です。
●退去時の畳の表替え、襖の張替、清掃等の費用は、退去者負
担です。

市Ӧ住宅

入ډ資格
●同居している親族、または婚約者を含む同居しようとして
いる親族がある方（60歳以上の方や障がいのある方は単
身で入居できる場合があります。）
●住宅に困っている方
●市税等に滞納がない方
●暴力団員でない方
●収入が基準以下の方

連ଳอূਓ
　次の要件を満たす連帯保証人が1名必要となります。
●原則、市内に居住している方
●保証能力が認められる収入のある方
●市税等に滞納がない方
●公営住宅へ入居していない方

ஂݪ地 美原1丁目、
3丁目

鉄筋コンクリート4階、
3DK176戸

౦Ӣஂ地 上奥沢 鉄筋コンクリート4階、
3DK56戸

࣮औஂ地 実取 鉄筋コンクリート3階、
3DK126戸

एஂ地 若草1丁目 鉄筋コンクリート4階、
3DK48戸

地ஂࢁٱࠤ 佐久山 長屋形式、2K・3K16戸

中ాஂݪ地 中田原 長屋形式、2K・3K151戸

大౾ాஂ地 大豆田 鉄筋コンクリート3階、
3LDK30戸

市有住宅

市有大౾ా住宅 大豆田 木造2階、
2K26戸、3DK1戸

市営住宅 問 本 5階 建築住宅課 住宅政策係　☎0287-23-8724

入ډ申し込みについて
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　震災に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、旧耐
震基準で建てられた市内にある木造住宅に対して、耐震診
断、耐震改修・建替え費用の一部に補助を行っています。

申請方法等
　耐震診断や耐震改修・建替え補助申請については、全て事
前申請となります。事業着手前に必要書類を添えて、建築住
宅課へ提出してください。
　なお、必要書類や様式等は市ホームページでご確認くださ
い。

対象住宅
　次の全てに該当する住宅
●昭和56年5月31日以前に着工された住宅
●木造2階建て以下の一戸建て住宅　等

対象者
　次の全てに該当する方
●補助対象住宅の所有者（共有者を含む）
●国、県および市税の滞納のない方　等

補助額
　耐震診断費等に要した費用に3分の2を乗じた額（1,000円
未満切捨て）で次のとおり
●耐震診断のみの場合　　　　　　　　上限 2万円
●補強計画策定のみの場合　　　　　　上限 8万円
●耐震診断および補強計画策定の場合　上限10万円

　昭和56年5月以前に建築着工された木造住宅に対する耐
震化促進をより強力なものにするため、市内の建築工事業者
との連携・協働により、市内の木造住宅耐震化促進普及活動
を「耐震化促進普及員」が実施しています。

　市が主催する専門研修を受講し、耐震化促進普及活動に必
要な説明を受け、市の認定を受けた市内に所在する建築工事
業者の従業員です。
　耐震化促進普及員は、対象となる住宅を戸別訪問し、市が
実施している次の耐震化補助金制度についてのみ説明を市
に代わって行います。
●大田原市木造住宅耐震診断費等補助金
●大田原市木造住宅耐震改修費等補助金

耐震化促進普及員とは

耐震診断費等補助金

木造住宅耐震化促進普及活動
（耐震化促進普及員制度）

問 本 5階 建築住宅課 指導係　☎0287-23-1178

木造住宅の耐震診断・
耐震改修等補助制度

問 本 5階 建築住宅課 指導係　☎0287-23-1178
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耐震վ修の場߹
　耐震改修とは、耐震診断の結果に基づき、安全性を高める
ための補強工事のことをいいます。

対象住宅
　次の全てに該当する住宅
● 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の
一戸建て住宅
● 耐震診断結果に基いて行う耐震改修　等

対象者
　次の全てに該当する方
● 補助対象住宅の所有者（共有者を含む）、またはその所有者
の二親等以内の親族で耐震改修工事に係る契約者となる
方
● 国、県および市税の滞納のない方　等

補助額
　最大100万円
● 耐震補強計画を含めて耐震改修を行う場合、100万円また
は耐震改修費用の5分の4を乗じた額（1,000円未満切捨
て）のいずれか低い額（ただし、耐震補強計画を含めて耐震
改修補助金を受ける場合は、補強計画策定補助は受けられ
ません。）
● 耐震補強計画が策定済みの場合、耐震改修費用の2分の1
を乗じた額で上限は80万円（1,000円未満切捨て）

耐震ݐସ͑の場߹
　耐震建替えとは、耐震診断により、改修が必要であると診
断された住宅について、これを除却し、建替え前と同一敷地
内に新たに住宅を建築することをいいます。

対象住宅
　次の全てに該当する住宅
● 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の
一戸建て住宅
●建替え前の住宅に係る住宅用途部分が70㎡を超えている
●耐震診断結果に基いて行う建替え
●建替え後の住宅が省エネ基準に適合している　等

耐震վ修・ݐସ͑補助金

　地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害の
軽減を図り、市民の安全を確保するため、建築基準法令に
合っていないブロック塀等の除却・改修・建替え費用の一部
に補助を行っています。
（注意） 申請前にブロック塀等を除却・改修・建替え（本工事に

係る請負契約締結を含む）した場合には、補助対象と
なりませんのでご注意ください。 
工事業者は市内に事務所か事業所がある法人または
市内の個人事業者に限定しています。 
申請前に必ず事前相談を行ってください。

対象となるブϩックญ等
●通学路に指定されている道、国道、県道または用途地域内
の市道に面しているブロック塀等
●建築基準法施行令に掲げる基準を満たしていないブロッ
ク塀等

対象者
●ブロック塀等を所有する方
●国、県および市税の滞納がない方

補助額
　次の合計額で最大36万円
● 除却工事に要する費用または24万円のいずれか少ない額
（1,000円未満切捨て）に3分の2を乗じて得た額で上限16
万円
● 建替え若しくは改修工事に要する費用または30万円のい
ずれか少ない額（1,000円未満切捨て）に3分の2を乗じて
得た額で上限20万円

（注意） 補助対象工事に要する費用（除却・改修・建替えのいず
れにも該当する場合を含む。）は、ブロック塀等の長さ
1メートル当たり8万円を超えるものは認めません。

　申請方法や必要書類については、大田原市ホームページで
ご確認ください。

ブϩックญ等のআ却・վ修・ݐସ͑補助金

ブロック塀等の除却・改修・ 
建替え補助制度

問 本 5階 建築住宅課 指導係　☎0287-23-1178

対象者
　次の全てに該当する方
●補助対象住宅の所有者（共有者を含む）、またはその所有者
の二親等以内の親族で建替え工事に係る契約者となる方
●国、県および市税の滞納のない方
●建替え後の住宅所有者が、従前の所有者の二親等以内の親
族である方　等

補助額
　次の合計額で最大110万円
●100万円
● 県産出材を10立方メートル以上使用する場合は上記の補
助額に10万円上乗せ

（注意） 国や県の補助金と重複利用ができないメニューもご
ざいますのでご注意ください。
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　生後91日以上の犬を飼うときは、必ず登録が必要になり
ます。登録に際しては、3,000円の手数料がかかります。
　生活環境課窓口で新規登録の申請をしてください。栃木県
獣医師会会員の動物病院でも登録できます。

　年1回の狂犬病予防注射の実施が義務付けられています。
　市では毎年4月に集合注射を実施しています。集合注射で
接種できなくても、動物病院等で接種することができます。
　また、栃木県獣医師会会員の動物病院で接種する場合は病
院で注射済票の交付が受けられます。
　それ以外の病院等で接種した場合は、証明書が発行されま
すので、証明書を持参のうえ、生活環境課窓口で注射済票の
交付（手数料550円）を受けてください。

　保護された犬が少しでも早く、一頭でも多く飼主のもとへ
帰れるように、犬の登録をした際に交付される鑑札や狂犬病
予防注射済票の首輪等への装着、マイクロチップの埋め込み
による所有者明示をしてください。
　また、いなくなったことに気づいたら、すぐに生活環境課
にお問合せください。

病院名 所在地 電話൪߸
͋͞いಈ病院 富士見1-1632-5 0287-24-1515
うすಈ病院 薄葉2157-9 0287-26-2015
小ಈ診療室
（ԟ診ઐ） 末広1-4-19 090-

1619-7194
ޫಈ病院 本町1-2711-10 0287-23-6251
那須ϲݪアニϚϧ
クリニック 浅香2-3574-98 0287-22-8899

はなಈ病院 富士見2-1729-3 0287-22-8741
みΘಈ病院 北金丸1863-479 0287-47-7305

　市では飼い犬および飼い猫の望まない妊娠を制限し、不当
な捨て犬捨て猫を減少させるため、飼い犬または飼い猫に避
妊または去勢手術を実施した飼い主の方に次のとおり補助
金を交付します。

補助対象
●所有者が市内に住所を有すること。
●販売目的ではなく飼っている犬または猫であること（ただ
し1世帯当たり当該年度2頭まで）。
●犬の場合は、狂犬病予防法に基づく登録および予防注射を
受けていること。
●所有者の世帯において市税等の滞納がないこと。
●栃木県内に開業する獣医師の避妊または去勢手術を受け
ること。

補助金の額
　めす犬は1頭につき5,000円、めす猫は1頭につき4,000
円、おす犬は1頭につき4,000円、おす猫は1頭につき3,000
円を限度とする。

申請方法
●申請は所有者が行ってください。
● 所有者が未成年の場合は法定代理人（親権者等）が申請者
となります。
●手術日を含めて30日以内に申請書を提出してください。
●申請書内の手術実施確認欄には手術を実施した獣医師の
証明が必要です。
●申請書兼請求書は市ホームページよりダウンロードでき
ます。

犬・猫を飼うときの手続き 問 本 2階 生活環境課 生活交通係　☎0287-23-8832

手ڈいೣのආ͓ΑͼࣂΑͼ͓ݘいࣂ
ज़費補助金について

病༧ࣹݘڰ

ථのணについてࡁΑͼࣹ͓ࡳؑ

市内小ಈ病院Ұཡ

の登ݘ
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　自治会は、地域内に住む人々によって組織された団体で、
地域内に生ずるさまざまな共通の課題の解決に取り組むと
ともに、市や関係機関と協力しながら、明るくすみよいまち
づくりのための活動を行っています。
　自治会に加入し、明るく、楽しく、美しい豊かなまちをつく
るためみんなで話し合い、より良い地域づくりに取り組んで
いきましょう。
※ 市では、市民への通知（広報紙、各課からのお知らせ等）は、
原則として自治会を通じて行っております。

　自治会では、主に次のような活動を行っています。

子ども会・ਓクϥブ等の׆ಈ
　子ども会や老人クラブ、青少年・女性団体等、地域内の各種
団体の育成や支援を行っています。

จ化・レクリΤーション׆ಈ
　地域の親睦を図るため、体育祭や文化祭、盆踊り等の誰で
も気軽に参加できる事業に取り組んでいます。

自ओ׆ࡂಈ
　地域の安全を地域ぐるみで守るため、また地震等の災害に
備えるため、地域で連携しながら、自主防災活動を行ってい
ます。

自ओ൜׆ಈ
　空き巣や痴漢等の犯罪を防ぐため、地域ぐるみで安全安心
なまちづくりに取り組んでいます。また、自治会長を通じて、
市への防犯灯の設置要望や修理依頼を行っています。

ಈ׆ඒ化ڥ
　地域内の道路や公園等の清掃活動を行い、環境美化に努め
ています。
　また、自治会が管理しているごみステーションの清掃を
行っています。自治会管理のごみステーションの利用につい
ては、それぞれの自治会にご相談ください。

自治会加入のご案内 問 本 6階 政策推進課 市民協働係　☎0287-23-8715

自࣏会にՃ入しましょう

自࣏会の׆ಈについて

　現在、市内にはお住まいの地域により、166（令和4年10月
1日現在）の自治会があります。自治会への加入については、
お近くの自治会長、班長（組長）にお申し出ください。お住ま
いの地域の自治会がわからない場合には、政策推進課市民協
働係（☎23-8715）にお問い合わせください。

自࣏会にՃ入するとき
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　空き家バンクは、市内にある空き家の売却・賃貸を希望さ
れる所有者から、申し込みのあった空き家の情報を市のホー
ムページ等に掲載をすることで、空き家を利用したい方に情
報提供を行うシステムです。交渉や契約は市と協定を締結し
ている（公社）栃木県宅地建物取引業協会に登録をしている
業者が行うので安心して利用できます。（空き家の登録には
審査があります。）

ۭき家վ修費補助金
　空き家バンクを利用して空き家を購入した方に対し、空き
家改修費の一部を補助します。（一軒の家に対し、1回の申請
しかできません。）

補助額　 最大60万円（施工業者が市外の場合は50万円）
（複数の改修工事を契約した場合、申請できるのは1
件の契約のみです。）

補助率　2分の1

対象事業　 居住のために必要な設備、内装、屋根等を改修す
る事業

ۭき家利用子育てੈଳ家補助金
　空き家バンクを利用して空き家を賃借した子育て世帯に
対し家賃の一部を補助します。

対象者　 空き家バンクを利用して空き家を賃借した世帯で、
申請時に12歳以下の者がいる世帯

補助額　 1万円／月（空き家の家賃が3万円／月以上の場合
に限る）

補助ظ間　最大36か月

　市では、空き家を有効活用し、定住等の人口増加による地
域活性化を目的として空き家バンク制度を実施しています。

ۭき家のച却・ିをر͞Εる方
　空き家に係る所有権または売却若しくは賃貸を行うこと
ができる権利を有する方。

ۭき家の利用（ߪ入・आ）をر͞Εる方
　市内に空き家等を利用して定住若しくは定期的な滞在を
される方。

　大田原市のホームページまたは建築住宅課窓口で閲覧が
できます。

　申請方法や詳細については、建築住宅課までお問い合せい
ただくか、大田原市ホームページでご確認ください。

空き家バンク制度 問 本 5階 建築住宅課 住宅政策係　☎0287-23-1916

関連補助金

関連情報

݅のӾཡ

対象者

ۭき家όンクとは

97

く
ら
し

２３０３大田原市3(SG40)行政最終.indd   97 2023/02/16   9:29:27




